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【別添】 

令和８年度滋賀県職員健康診断業務委託仕様書 

 

 令和８年度滋賀県職員健康診断業務委託については、次のとおりとする。 

 

１ 委 託 期 間 契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

２  委託の内容 (1)定期健康診断 

(2)雇入時健康診断 

(3)特殊業務従事職員健康診断 

３ 委託の概要      

 (1)定期健康診断 

ア 実施時期 令和８年５月下旬から７月のうち２６日間程度 

イ 実施場所 県内一円で巡回実施（別紙５参照） 

ウ 検査項目 滋賀県職員健康診断実施要綱２（２）による 

ただし、胸部検診の精密検査項目は必要が生じたときに別に契約する

こととする。 

エ 検査方法 別紙 1「定期健康診断の流れ」により実施 

オ 受診者ﾃﾞｰﾀ ・電子媒体で渡す。 

・受診者に追加、変更等が生じた場合は随時応じることとする。 

カ 受診票作成 ・二次検診が受診できるよう、自覚症状欄（自覚症状、既往歴、現症の

チェック等）を設けるとともに、前回データ（身長、体重、血清脂質

等）を表示すること。 

・受診票には特定健康診査における問診項目を表記すること。 

・受診者が受診票を万が一紛失した場合は、再発行すること。これにか

かる経費は新たに発生しないこと。 

・受診票は、所属コード順に並べるとともに所属コード内は職員番号順

に並べること。また、所属単位で区切って納品すること。 

キ 受診結果 ・総合判定を予め受託者において行い、受診者ごとに、前回データと

今回データの比較できる「総合判定表」(別紙６・例)を紙媒体で報告

すること。また、県産業医の総合判定後、その結果を反映すること。 

・個人健康診断結果表(記載内容の詳細は委託者と協議して決定する)

は受診者ごとに２部作成し、１部は県用、１部は受診者用として、紙

媒体で報告すること。また、過去の検査結果を併記すること。なお、

受診者用については、県で準備する通知（Ａ４サイズ１枚程度）を同

封し、開封せずに個人の所属・氏名が判別できる状態で、封書により

所属ごとにまとめて納品すること。封筒の表には親展であること、健

康診断の結果が在中されていること、発出先がわかるように印字する

こと。また、封筒の裏面には健康管理指導区分の区分表を記載するこ

と。 

・検査の判定は別紙２「定期健康診断判定基準」で行うこと。 

・受診者一覧表（所属と氏名のみが記載された表）は、健診日・所属

別に紙媒体で２部報告すること。 

・個人健康診断結果表は、受診後１カ月以内に報告すること。 

・全受診者の受診結果データを、マイクロソフト社製エクセルにより
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作成し、電子媒体で納品すること。 

・データの修正の必要性が生じた場合は、随時応じること。 

・人事委員会および各労働基準監督署に提出する「定期健康診断結果

報告書」を所属ごとに作成すること。また所属別集計を行うこと。 

ク その他 ・健診終了ごとに、日報を提出すること。 

・胸部エックス線撮影については、異なる医師によるダブル読影・比較

読影後、判定を行うこと。また、胸部精密検査対象者にはＣＤ－ＲＯＭ

を作成し、納品すること。要精密検査対象外のものについては検査結果

を 5 年間保存すること。 

・眼底検査については、医師による判定結果を付記すること。また眼底

精密検査対象者には画像写真を作成し眼底写真を納品すること。要精密

検査対象外のものについては検査結果を 5 年間保存すること。 

・心電図検査は、高密度サーマルヘッド感熱記録方式の機器により行う

こと。 

・心電図検査については、医師による判定結果を付記すること。心電図

波形用紙は、要精密検査対象となった結果のみ納品すること。要精密検

査対象外のものについては 5 年間保存すること。 

・身体の障害等により、会場で採尿できない者やバスでの胸部エックス

線撮影ができない者については、採尿容器の事前配布やバリアフリー施

設等において受診できるよう配慮すること。 

・診察で他覚所見を判定する際は、現病歴や既往歴を聴取し医療で管理

中の場合は、主治医に相談するよう指導し要受診とするか慎重に判断す

ること。 

・身長および体重の測定は、自動身長体重測定機器で行うこと。 

・腹囲測定は「標準的な健診・保健指導プログラム（令和 6 年度版）」

（厚生労働省健康局）を参考にして行うこと。 

・血圧測定は、日本循環器管理研究協議会が明示する測定法に準じて行

うこと。なお、測定方法は次のとおりとすること。 

○測定前には、５分以上の安静。（待ち時間がない場合は、５分待っ

てもらう。） ○測定中の会話はしないこと。 ○測定回数は原則２回

とし、その回の測定値の低い方の値を用いる。ただし、実施状況に応じ

て、１回測定についても可とする。 ○２回目の測定は、１～２分の間

隔をあけて測定を行う。 

・血液検査結果については、境界域、異常域の区分を明記すること。 

・血液検査については、別紙３「至急連絡基準一覧」に基づき、検査結

果および受診票の写しを早急に県健康管理係に返却すること。 

・採血後、検査の段階で溶血、乳び血清等を記録し、報告書に入力する

こと。必要に応じて県健康管理係から再検査を指示する。 

・会場設営、受付、身長・体重測定および片づけ等に要する経費は出張

料に含めること。 

・集団健診実施期間内に長期出張等でやむを得ず受診することができな

かった職員については、次の方法により実施すること。 

① 集団健診の方法により実施すること。受診日は総務事務・厚生課 

長の指定する日とする。（令和８年９月頃 1 日間程度） 

 ②受託者の診療所等において実施すること。受診日は受託者の健診日
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のうちから総務事務・厚生課長の指定する日とする。 

 

 

 

 (2)雇入時健康診断 

ア 実施時期、

場所、方法 

県庁および受託者の診療所等において実施する。 

① 県庁において実施する場合 

  実施日：定期健康診断と同時実施および令和９年１月から２月で総

務事務・厚生課長が指定する日 

方 法：集団健診の方法により別紙４「雇入時健康診断の流れ」に

より実施。 

② 受託者の診療所等において実施する場合 

    実施日：令和８年４月から令和９年３月の間で受託者の健診日のう

ちから総務事務・厚生課長の指定する日 

    方 法：受託者の健診方法により実施。 

イ 検査項目 滋賀県職員健康診断実施要綱２（１）による 

ウ 受診者ﾃﾞｰﾀ ・電子媒体で渡す。 

・受診者に追加、変更等が生じた場合は随時応じることとする。 

エ 受診票作成 健診日当日、受付にて受渡しを行う。 

オ 受診結果 ・総合判定を予め受託者において行い、受診者ごとに、「総合判定

表」(別紙６・例)を報告すること。また、県産業医の総合判定後、そ

の結果を反映すること。 

・個人健康診断結果表(記載内容の詳細は委託者と協議して決定する)

は受診者ごとに２部作成し、１部は県用、１部は受診者用として、紙

媒体で報告すること。なお、受診者用については、開封せずに個人の

氏名が判別できる状態で、封書により納品すること。封筒の表には親

展であること、健康診断の結果が在中されていること、発出先がわか

るように印字すること。また、封筒の裏面には健康管理指導区分の区

分表を記載すること。 

・検査の判定は別紙２「定期健康診断判定基準」で行うこと。 

・全受診者の受診結果データを、マイクロソフト社製エクセルにより

作成し、電子媒体で納品すること。 

・項目でデータの修正の必要性が生じた場合は、随時応じること。 

・個人健康診断結果表は、受診後１カ月以内に報告すること。 

カ その他 ・①については、日報を提出すること。 

・胸部エックス線撮影については、異なる医師によるダブル読影・比較

読影後、判定を行うこと。また、胸部精密検査対象者にはＣＤ－ＲＯＭ

を作成し、納品すること。要精密検査対象外のものについては検査結果

を 5 年間保存すること。 

・心電図検査は、高密度サーマルヘッド感熱記録方式の機器により行う

こと。 

・心電図検査については、医師による判定結果を付記すること。心電図

波形用紙は、要精密検査対象となった結果のみ納品すること。要精密検

査対象外のものについては 5 年間保存すること。 

・身体の障害等によりバスでの胸部エックス線撮影ができない者につい



 - 4 -

ては、バリアフリー施設等において受診できるよう配慮すること。  

・身長および体重の測定は、自動身長体重測定機器で行うこと。 

・腹囲測定は「標準的な健診・保健指導プログラム（令和 6 年度版）」

（厚生労働省健康局）を参考にして行うこと。 

・血圧測定は、日本循環器管理研究協議会が明示する測定法に準じて行

うこと。なお、測定方法は次のとおりとすること。 

○測定前には、５分以上の安静。（待ち時間がない場合は、５分待っ

てもらう。） ○測定中の会話はしないこと。 ○測定回数は原則２回

とし、その回の測定値の低い方の値を用いる。ただし、実施状況に応じ

て、１回測定についても可とする。 ○２回目の測定は、１～２分の間

隔をあけて測定を行う。 

・診察で他覚所見を判定する際は、現病歴や既往歴を聴取し医療で管理

中の場合は、主治医に相談するよう指導し要受診とするか慎重に判断す

ること。 

・血液検査結果については、境界域、異常域の区分を明記すること。 

・採血後、検査の段階で溶血、乳び血清等を記録し、報告書に入力する

こと。必要に応じて県健康管理係から再検査を指示する。 

・定期健康診断と同時実施の場合は、医師診察料と出張料は定期健康

診断に計上すること。 

・会場設営、受付、身長・体重測定および片づけ等に要する経費は出張

料に含めること。 

 

 (3)特殊業務従事職員健康診断 

ア 実施時期 ・上期：定期健康診断時  

・上期：二次検診・再実施 令和８年８、９月で１日間程度 

・下期：令和８年１２月で６日間程度  

・下期：二次検診・再実施 令和９年２月で１日間程度 

・Ｂ型肝炎ワクチン接種：１回目は該当所属を巡回（1 日）２回目・３

回目は滋賀県庁および近江学園へ巡回 半日×２日間程度（Ｂ型肝炎ワ

クチンの未受診者等については受託者の診療所等で実施） 

イ 実施場所 県内一円で巡回実施（別紙５参照） 

ウ 検査項目 滋賀県職員健康診断実施要綱２(３)、Ｂ型肝炎感染予防対策実施要領、

Ｃ型肝炎健康診断実施要領、滋賀県職員結核（感染）予防対策実施要

領、麻しん感染予防対策実施要領による。 

※特定化学物質取扱業務従事職員健康診断（基本）の単価には検査項目

「１ 業務の経歴の調査」～「８ 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻 

腔の所見の有無の検査」までを含むものとする。 

※特定化学物質（ホルムアルデヒド・エチレンオキシド）取扱業務従事

職員健康診断および深夜業務従事職員健康診断の単価には検査項目「１

 既往歴および業務歴の調査」～「５ 尿検査（蛋白、糖）」までを含

むものとし、「６ 心電図検査」、「7 血液検査（①貧血検査、②肝機

能検査、③血中脂質検査、④血糖検査）」は、定期健康診断における各

項目の単価を適用する。 

※有機溶剤取扱業務従事職員健康診断（基本）の単価には検査項目「１

業務の経歴の調査」～「４ 有機溶剤による自覚症状または他覚症状 
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と通常認められる症状の有無の検査」までを含むものとし、「５ 尿中 

の有機溶剤の代謝物の量の検査」～「７ 貧血検査（血色素量、赤血球 

数）」は、特定化学物質等取扱業務従事職員健康診断における各項目 

（尿中代謝物①～③、肝機能検査①、血液検査①）の単価を、「８ 眼

底検査」は、定期健康診断における単価を適用する。 

※介護業務等従事職員健康診断（運動機能検査）の単価には、検査項目

「１業務歴の調査」～「４運動機能検査」までを含むものとする。 

※情報機器作業従事職員健康診断については「その他医師が必要と認め

る検査」を除く検診に要する費用を単価に含める。 

※特定化学物質等取扱業務従事職員健康診断および粉じん作業従事職員

健康診断における二次検診、有機溶剤取扱業務従事職員健康診断、高気

圧業務従事職員健康診断、鉛・四アルキル鉛業務従事職員健康診断のう

ち、医師が必要と認めた場合に追加して行う検査については、必要が生

じたときに別に契約することとする。 

エ 受診者ﾃﾞｰﾀ ・電子媒体で渡す。 

・受診者に追加、変更等が生じた場合は随時応じることとする。 

オ 受診票作成 ・原則として滋賀県職員健康診断実施要綱２(３)カ以外について作成

し、前回データを表示すること。 

・受診者が受診票を万が一紛失した場合は、再発行すること。これにか

かる経費は新たに発生しないこと。 

・受診票は、所属コード順に並べるとともに所属コード内は職員番号順

に並べること。また、所属単位で区切って納品すること。 

カ 個人票記入 滋賀県職員健康診断実施要綱２(３)カおよび受診票の作成が困難な健康

診断については、県所定の健康管理個人票に結果を記入すること。 

キ 受診結果 ・健康診断の結果判定を予め受託者において行ったものを、県産業医

が確認する。県産業医において修正があった場合は、その内容を各種

結果表に反映させること。 

・滋賀県職員健康診断実施要綱２(３)ア－２およびコについては、受

診者ごとに、前回データと今回データの比較できる「総合判定表」(別

紙６・例)を紙媒体で報告すること。 

・個人健康診断結果表(記載内容の詳細は委託者と協議して決定する)

は受診者ごとに２部作成し、１部は県用、１部は受診者用として、紙

媒体で報告すること。なお、受診者用については、県で準備する通知

（Ａ４サイズ１枚程度）を同封し、開封せずに個人の所属・氏名が判

別できる状態で、封書により所属ごと職員番号順にまとめて納品する

こと。封筒の表には親展であること、健康診断の結果が在中されてい

ること、発出先がわかるように印字すること。 

・健康診断ごと（特定化学物質については物質ごと）の健康診断個人票

を紙媒体で報告すること。 

・個人健康診断結果表および健康診断個人票は、受診後１カ月以内に

報告すること。 

・全受診者の受診結果データを、マイクロソフト社製エクセルにより

作成し、電子媒体で納品すること。 

・データの修正の必要が生じた場合は、随時応じること。 

・人事委員会および各労働基準監督署に提出する「各種健康診断結果報
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告書」を所属ごとに作成すること。また、所属別の集計を行うこと。 

ク その他 ・上期の実施については、原則定期健康診断と同時実施とする。ただ

し、特別な機器等の準備が必要な健診項目（介護業務従事職員初年度健

康診断等）については、定期健康診断実施日のうち委託者が定めた日に

実施する。なお、深夜業務従事職員健康診断、特定化学物質（ホルムア

ルデヒド、エチレンオキシド）取扱業務従事職員健康診断の 1 回目につ

いて定期健康診断対象者は定期健康診断として実施する。定期健康診断

対象外職員については、特殊業務従事職員健康診断として実施する。 

・情報機器作業従事職員健康診断については下期で実施する。 

・健診終了ごとに、日報を提出すること。 

・Ｂ型肝炎に関する抗原・抗体検査は、定量値を基準にした判定量で行

うこと。 

・Ｂ型肝炎ワクチンを接種した場合は、接種証明書等を発行すること。 

・Ｃ型肝炎検査は対象者に抗体検査を実施後、必要時、ＨＣＶ核酸増幅

検査を行うこと。 

・結核感染予防対策（T-SPOT 検査）で陰性以外の結果となった場合は、

胸部レントゲン検査結果を CD－ROM で納品すること。 

・麻しんに関する抗体検査は、EIA 法による実施とすること。 

・尿中代謝物については週末実施とし、健診日に採取できなかった場合

は、該当所属を巡回し回収すること。上期の対象者には事前に回収キッ

トを配布する。 

・心電図検査は、高密度サーマルヘッド感熱記録方式の機器により行う

こと。 

・各健診における問診・診察については、医師が行うこととし、会場設

営や片づけ等に要する経費は出張料に含めること。 

・定期健康診断と同時実施の場合、医師出動料と出張料は定期健康診

断に計上すること。 

・健診実施期間内に長期出張等でやむを得ず受診することができなかっ

た職員については、次の方法により実施すること。 

① 集団健診の方法により実施すること。受診日は総務事務・厚生課

長が指定する日とする。 

② 受託者の診療所等において実施すること。受診日は、受託者の健

診日のうちから総務事務・厚生課長の指定する日とする。 

  

(4)病院事業庁職員について 

  下記事項については、病院事業庁経営管理課と連絡調整することとし、病院事業庁職員

の各種受診票および結果の納品は病院事業庁にする。 

  ・各健康診断受診者データの受渡し 

  ・総合判定表、個人健康診断結果表、結果データの納品 

  ・定期健康診断「至急連絡基準一覧」に基づく連絡 

  ・その他健診実施に伴う連絡事項 

 

(5)その他 

① 定期健康診断、雇入時健康診断および特殊業務従事職員健康診断の入札内訳書の受

診予定人数中には病院事業庁職員、企業庁職員、びわこボートレース事業庁および派
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遣職員も含まれており（一部を除く）、請求時には病院事業庁、企業庁、びわこボー

トレース事業庁および派遣先ごとの請求明細を作成のうえ、総務事務・厚生課に提出

すること。 

 

② 検査内容が重複している場合の検査費用の請求にあたっては、重複しないようにす

ること。 

（例えば、「特定化学物質等取扱業務従事職員健康診断」と「有機溶剤取扱業務従事

職員健康診断」の両方の受診対象者であって、同じ内容の「肝機能検査」を実施する

場合、検査費用の請求にあたっては、「検査料金表」中「特定化学物質等取扱業務従

事職員健康診断（肝機能検査①）」を１人分のみ請求すること。） 

 

③ 受診予定者で、身体の障害等により巡回健診が受診できない者の健診については、

受託者の診療所等において実施すること。受診日は受託者の健診日のうちから総務事

務・厚生課長の指定する日とする。 

 

④ 健康診断実施中に事故が生じたときは、受託者において責任をもって対処すること。 

 

⑤ 受託者の管理者の指揮監督の下、医師または歯科医師である実施責任者に医療法お

よびこれに基づく法令の管理者に関する規定に則って巡回健診を管理させること。 

 

⑥ 定期健康診断は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく「特定健康診査」

に該当するものであり、指定された問診項目を網羅すること。また、これに関わる結

果の提供について、地方職員共済組合滋賀県支部または全国健康保険協会滋賀支部か

ら依頼があった場合、厚生労働省が示す標準的仕様で作成した電子データにより提供

するものとする。 

 

⑦ 本仕様書に記載のない事項およびその他詳細については、県健康管理係の指示に従

うものとする。その際に、本仕様書に明示されていない事項であっても、業務の性質

上当然必要なものは、受託者の負担で行うものとする。 
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４ 健診の派遣 
 
     各健康診断において検査を効率的に行うために必要なスタッフを派遣し、予定された

時間内で円滑に実施できるよう努めること。 
 

      ・定期健康診断…半日で最大３００人程度の健康診断を確実に実施できること。 

 
一次受付 

 
 

 
胸部レントゲン 

 
（放射線技師） 

 
検尿 

 
（臨床検査技師） 

 
聴力 

 
 

 
視力 

 
 

 
腹囲 

 
 

 
血圧 

 
（看護師） 

 
二次受付 

 
 

 
採血 

 
（看護師） 

 
心電図 

 
（臨床検査技師） 

 
眼底検査 

 
（臨床検査技師） 

 
受診票回収 

 
 

 
診察 （医師） 

相談 （保健師） 

      

      ・雇入時健康診断(集団健診) 

 
受付 

 
 

 
胸部レントゲン 

 
（放射線技師） 

 
検尿 

 
（臨床検査技師） 

 
聴力 

 
 

 
視力 

 
 

 
血圧 

 
（看護師） 

 
採血 

 
（看護師） 

 
診察 

 
（医師） 

 

      ・特殊業務従事職員健康診断…検査日ごとの検査項目に応じた派遣とすること。 

 
受付 

 
 

 
検尿 

 
（臨床検査技師） 

 
血圧及び採血 

 
（看護師） 

 
心電図及びスパイロ 

 
（臨床検査技師） 

 
視機能検査 

 
（臨床検査技師） 

 
診察 

 
（医師） 
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定期健康診断判定基準
項目名 単位記号 性別区分 年齢From 年齢To

男 1 999

女 1 999

男 1 999 0.1 84.9 0.1 84.9 85.0 999.9

女 1 999 0.1 89.9 0.1 89.9 90.0 999.9

男 1 999

女 1 999

男 1 999

女 1 999

男 1 999

女 1 999

男 1 999 400 520 1 349 350 399 400 520 521 600 601 9999

女 1 999 350 500 1 319 320 349 350 500 501 550 551 9999

男 1 999 13.0 16.0 10.1 12.9 13.0 16.0 16.1 18.0 18.1 999.9

女 1 999 12.0 15.0 10.1 11.9 12.0 15.0 15.1 16.0 16.1 999.9

男 1 999 40.0 55.0 31.0 39.9 40.0 55.0 55.1 999.9

女 1 999 36.0 50.0 31.0 35.9 36.0 50.0 50.1 999.9

男 1 999

女 1 999

男 1 999

女 1 999

男 1 999

女 1 999

男 1 999

女 1 999

男 1 999

女 1 999

男 1 999

女 1 999

男 1 999

女 1 999

男 1 999

女 1 999

男 1 999 0.01 1.20 0.01 1.20 1.21 1.29 1.30 99.99

女 1 999 0.01 1.09 0.01 1.09 1.10 99.99

男 1 999

女 1 999

男 19 39 70 999 1 59 60 69 70 999

男 40 60 60 999 1 49 50 59 60 999

男 61 999 60 999 1 45 46 59 60 999

女 19 39 70 999 1 59 60 69 70 999

女 40 999 60 999 1 49 50 59 60 999

女 61 999 60 999 1 45 46 59 60 999

男 1 999 70 139 1 59 60 69 70 139 140 199 200 9999

女 1 999 70 139 1 59 60 69 70 139 140 199 200 9999

男 1 999 70 99 1 59 60 69 70 99 100 125 126 9999

女 1 999 70 99 1 59 60 69 70 99 100 125 126 9999

HH 判定外

肥満度・ＢＭＩ

腹囲 ㎝

正常値範囲 判定外 LL L N H

18.5 24.9

γ－ＧＴＰ U／ℓ

ヘマトクリット ％

e－GFR ml/min/1.73㎡

中性脂肪 ㎎／dℓ

クレアチニン ㎎／dℓ

尿酸 ㎎／dℓ

ＨＤＬ－ｃｈ ㎎／dℓ

ＬＤＬ－Ｃ直接法 ㎎／dℓ

Ｈｂ－Ａ１ｃ(NGSP) ％

139 140 159

ＡＳＴ（ＧＯＴ） U／ℓ

ＡＬＴ（ＧＰＴ） U／ℓ

ALP U／ℓ

赤血球数 ×104
／㎣

ヘモグロビン ｇ／dℓ

血圧最高 ㎜Hg

血圧最低 ㎜Hg

白血球数 ×102
／㎣

0.1 18.4 18.5 24.9 25.0 99.9

1 29

11 139 160 999

999930 39 40 85 86 9440 85

0.1 30.9

4.6 5.5

1 89 　

6.5 99.9

0.1 10.0

1 89 90 99 100 999

95

38 113 1 37 9999193

0.1 4.5 4.6 5.5 5.6 6.4

19211411338

1 30

9999

61 9999

1 30

1 30 31 60

1 30 31 60 61

40 999 1 34 35 39

101 99991 50 51 1001 50

9991 119

40 999

119 120 179 180

2.1 6.9 0.1 2

　 149 1501 149 1

血糖　随時 ㎎／

血糖　空腹時（食後

１０時間以上）
㎎／

9.0 99.92.1 6.9 7.0 8.9

299 300 9999

1

別紙２ 
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別紙３ 

《血液検査結果データ》

項目 至急連絡基準値 単位

AST 300以上 Ｕ／ｌ

ALT 300以上 Ｕ／ｌ

γーGTP １０00以上 Ｕ／ｌ

腎機能検査 ＣＲＥ 5.0以上 ｍｇ/dl

40以下 ｍｇ/dl

400以上 ｍｇ/dl

HｂA1c
（NGSP）

10以上 ％

ＲＢＣ 200以下 ×10４  /μｌ

Ｈｂ 5．0以下 ｇ/ｄｌ

Ｈｔ 21．0以下 ％

定期健康診断至急連絡基準一覧

肝機能検査

血糖検査 ＢＳ

末梢血液検査
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雇入時健康診断の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 測      
 

  身長・体重測定 （ＢＭＩ） 
 
 
 

  「受診票」受渡し 
 
 
 

  胸部Ｘ線撮影 
 
 
 
  尿の提出 

    尿検査（糖、蛋白） 

 
                           
  視力測定 

  聴力測定…ｵ-ｼﾞｵﾒ-ﾀにて実施（1000･4000ﾍﾙﾂの検査を実施） 
                                                            
 

  

  
 

受 付      

  
 

胸 部 Ｘ 線      

  
 

検 尿      

  
 

視力、聴力 

  
 

血 圧 測 定      

  
 

腹 囲 測 定      

  
 

血 液 検 査      

  
 

医師による 

診察 
  

 

心 電 図      

  

受診票回収 
 

 

別紙４ 
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・定期健康診断  

実施場所 住所 実施日数 

県庁北新館 大津市京町四丁目 1-1 ８日 

6/1、6/2、6/9、6/19、6/25、6/29、7/13、7/14、7/22、7/23、7/24 のうち

で８日実施する。 

南部合同庁舎 草津市草津三丁目 14-75 １．５日 

甲賀合同庁舎 甲賀市水口町水口 6200 １日 

東近江合同庁舎 東近江市八日市緑町 7-23 １．５日 

湖東合同庁舎 彦根市元町 4-1 １．５日 

湖北合同庁舎 長浜市平方町 1152-2 １．５日 

高島合同庁舎 高島市今津町今津 1758 １日 

自動車税事務所 守山市木浜町 2298-2 ０．５日 

琵琶湖環境科学研究センター 大津市柳が崎 5-34 ０．５日 

琵琶湖博物館 草津市下物町 1091 ０．５日 

近江学園 湖南市東寺四丁目 1-1 ０．５日 

衛生科学センター 大津市御殿浜 13-45 ０．５日 

淡海学園 甲賀市土山町大野 283-20 ０．５日 

農業技術振興センター 近江八幡市安土町大中 516 ０．５日 

長浜土木事務所木之本支所 長浜市木之本町黒田 1234 ０．５日 

企業庁 野洲市吉川 3382 ０．５日 

びわこボートレース事業庁 大津市茶が崎 1-1 ０．５日 

総合病院 守山市守山五丁目 4-30 ２．５日 

6/4、6/5,6/26、7/2 うち２．５日実施する。 

総合病院こども棟 守山市守山五丁目 7-30 １．０日 

6/12、7/9 のうち１．０日実施する。 

精神医療センター 草津市笠山八丁目 4-25 １．０日 

6/10,6/15 のうち１．０日実施する。 

・特殊業務従事職員健康診断 

実施場所 住所 
実施日数 

上期  下期 

県庁北新館 大津市京町四丁目 1-1 

原則 

定健同

時実施 

７日 

南部合同庁舎 草津市草津三丁目 14-75 

甲賀合同庁舎 甲賀市水口町水口 6200 

東近江合同庁舎 東近江市八日市緑町 7-23 

湖東合同庁舎 彦根市元町 4-1 

湖北合同庁舎 長浜市平方町 1152-2 

琵琶湖環境科学研究センター 大津市柳が﨑 5-34 

精神保健福祉センター 草津市笠山八丁目 4-25 

近江学園 湖南市東寺四丁目 1-1 

衛生科学センター 大津市御殿浜 13-45 

家畜保健衛生所 近江八幡市西本郷町 226-1 

企業庁 野洲市吉川 3382 

総合病院 守山市守山五丁目 4-30 

総合病院こども棟 守山市守山五丁目 7-30 

別紙５ 
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別紙６ 
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滋賀県職員健康診断実施要綱 

              (令和 6 年 4 月 1 日改正) 

１ 趣 旨    

 滋賀県職員安全衛生管理規程（昭和５９年３月１６日滋賀県訓令第２号。以下「規程」と

いう。）第２８条第２項の規定に基づく健康診断の検査項目等および規程第３３条第１項の

規程に基づく健康管理指導区分については、この要綱による。 

 

２ 健康診断受診対象者および検査項目等 

 (1)雇入時健康診断 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

採 用 予 定 者       

 

１  既往歴および業務歴の  

調査 

 

２  自覚症状および他覚症状 

の有無 

 

３  身長､体重､腹囲､視力､ 

および聴力の検査 

 

４  胸部エックス線検査 

 

５  血圧測定 

 

６  貧血検査 

  (血色素量､赤血球数） 

 

７  肝機能検査 

  (AST(GOT)､ALT(GPT)､ 

γ-GTP) 

 

８  血中脂質検査 

  (LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､ 

中性脂肪) 

 

９  糖検査（ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c） 

 

10  尿検査(蛋白､糖) 

 

11  心電図検査 

 

雇入時

１ 回    

 

  診断書その他結果を証明する書

面(３月を経過しないもの)を提出

した職員は省略することができる

こと。 

 

 

 1,000ﾍﾙﾂおよび4,000ﾍﾙﾂの音に

係る聴力検査 

 

 

(2) 定期健康診断 

  ア 胸部検診 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

全 職 員       

 

  一次検診 

 

１  既往歴の調査 

 

２  自覚症状および他覚症状 

の有無 

    

３  胸部エックス線検査 

１年に

１ 回    

胸部エックス線検査の対象者は 

１ 40歳以上の職員について行う  

こと。 

２ 40歳未満の職員については次 

の該当者について行うこと。 

 (1) 20、25、30、35歳の者 

 (2) 感染症法で結核に係る定期の

 健康診断の対象とされている施



2 

 

  設等で働いている者 

 (3) じん肺法で3年に1回のじん肺

 健康診断の対象である者 

 (4) 医師が必要と認める者 

３ 次のいずれかに該当する職員 

は省略することができること。 

 (1) 結核治療中の者 

 (2) 胸部検診で要注意の判定を  

  うけている者 

 (3) 妊婦 

 (4) 診断書その他結果を証明す  

る書面(同年度内の写でも可)

を提出した者 

 (5) 同年度内に粉じん業務従事職

員健康診断を受診した者(予定

の者をも含む。) 

一次検診の結

果必要とされ

た者 

  精密検査 

１ 胸部エックス線撮影 

 

２ かくたん検査 

 

３ その他医師が必要と認め 

る特定検査 

  

 

  イ 循環器検診 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

全 職 員         一次検診 

 

１  問診 

  （家族歴､既往歴､自覚症状 

等） 

 

２  身長､体重､BMI､腹囲､視力 

および聴力の検査 

 

３  血圧測定 

 

４  尿検査 

    (蛋白､糖) 

 

５  心電図検査 

 

６  血液検査 

 ①貧血検査 

    (血色素量､赤血球数､ﾍﾏﾄ 

ｸﾘｯﾄ) 

 ②肝機能検査 

    (AST(GOT)､ALT(GPT)､ 

γ-GTP） 

 ③血中脂質検査 

    (HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､ 

中性脂肪) 

１年に

１ 回    

  診断書その他結果を証明する書

面（同年度内のもの写でも可）を

提出した職員は省略することがで

きること。 

 

 

BMI=体重(kg）÷身長(m)２ 

35歳､40歳､45歳以上の職員は 

1,000ﾍﾙﾂおよび4,000ﾍﾙﾂの音に係

る聴力検査を行うこと。 

 

 

 

 

  心電図検査は35歳および40歳以

上の職員について行うこと。 

 

  血液検査は30歳以上の職員につ

いて行うこと。 
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 ④尿酸 

 ⑤糖検査（ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c） 

 ⑥腎機能検査(ｸﾚｱﾁﾆﾝ､eGFR) 

一次検診の結

果必要とされ

た者 

  二次検診 

１  心電図検査 

 

２  眼底検査 

 

３  血液検査 

１年に

１ 回    

 

対象者の基準と検診項目 

  別表１（二次検診基準と検診項 

 目）のとおり 

 
 (3) 特殊業務従事職員健康診断 

  ア－１ 特定化学物質等取扱業務従事職員健康診断 

 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

特定化学物質

等取扱業務に

従事する職員 

  一次検診 

 

１  業務の経歴の調査 

 

２ 作業条件の簡易な調査 

 

３  各特定化学物質による自

覚症状または他覚症状の既

往歴の有無の検査 

 

４ 各特定化学物質による自

覚症状または他覚症状の有

無の検査 

 

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有

無の検査  

 

６ 喫煙歴および喫煙習慣の

状況に係る調査 

 

７ 肝または脾の腫大の有無

の検査 

 

８ 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿

孔等の鼻腔の所見の有無の

検査 

  

９  血圧測定 

 

10  血液検査(赤血球数､白血

球数､白血球分画） 

 

11  肝機能検査(AST(GOT)､ALT

(GPT)､γ-GTP､ALP､総ﾋﾞﾘﾙﾋﾞ

ﾝ） 

 

12 血清コリンエステラーゼ 

 

13  肺機能検査 

６か月

に１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２の項目は、二次健康診断が設

定されていない場合「作業条件の

調査」を実施する。 

 

３～２１の項目は、特定化学物

質等障害予防規則別表第三により

必要な業務について実施する。 

 

インジウム化合物については、

ア－１－①を追加する。 
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14  尿検査(蛋白､糖､潜血) 

 

15 尿中のﾏﾝﾃﾞﾙ酸の量の測定 

 

16 尿中の総三塩化物の量の

測定 

 

17 尿中のマンデル酸および

フェニルグリオキシル酸の

総量の測定 

 

18 尿中のベータ２-ミクロ

グロブリンの量の測定 

 

19 血中のｶﾄﾞﾐｳﾑの量の測定 

 

20 握力 

 

21 胸部エックス線直接撮影

又は特殊なエックス線撮影

による検査 

 

-------------------------- 

22 尿沈渣検鏡の検査 

 

23 尿沈渣のパパニコラ法に

よる細胞診の検査 

 

24 尿中のオルト―トルイジ

ンの量の測定 

 

25 尿中のアンチモンの量の

測定 

 

26 心電図検査 

 

27 尿中の3･3´‐ジクロロ‐

4･4´ジアミノジフェニルメ

タンの量の測定 

 

28 肝機能検査または腎機能

検査 

 

29 尿中の潜血検査 

 

30 腹部の超音波による検査 

 

31 尿路造影検査等の画像検

査 

 

32 尿中のメチルイソプチル

ケトンの量の測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------ 

２２～３２の項目は医師が必要

と認めた場合に追加して行うこと

。 
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一次検診の結

果医師が必要

と 認 め た 者       

 

  二次検診 

  特定化学物質等障害予防規

則別表第四の項目について実

施する。 

 

６か月

に１回 

 

 
 
ア－１－① 特定化学物質〔ｲﾝｼﾞｳﾑ化合物〕取扱業務従事職員への追加健康診断項目 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

特定化学物質

のうち､イン

ジウム化合物

取扱業務

に従事する職

員 

 

１ 血清ｲﾝｼﾞｳﾑの量の測定 

 

２ 血清KL-6の量の測定 

 

３ 胸部エックス線直接撮影           

又は特殊なエックス線撮影

による検査 

  

６か月

に１回 

３については医師の判断により

特殊なエックス線撮影を行う。（

雇い入れ又は当該業務への配置換

えの際に行う健康診断におけるも

のに限る。） 

 

 

一次検診の結

果医師が必要

と認めた者 

二次健診 

特定化学物質等障害予防規

則別表第四の項目について実

施する。 

 

  

 

ア－２ 特定化学物質〔ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ・ｴﾁﾚﾝｵｷｼﾄﾞ〕取扱業務従事職員健康診断 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

特定化学物質

のうち､ホル

ムアルデヒド､      

エチレンオキ

シド取扱業務

に従事する職

員 

１  既往歴および業務歴の 

調査 

 

２  自覚症状および他覚症状

の有無 

 

３ 身長､体重､腹囲､視力(遠

視力、近視力)および聴力の

検査 

 

４ 血圧測定 

 

５  尿検査(蛋白､糖) 

 

６  心電図検査 

 

７  血液検査 

  ①貧血検査(血色素量、赤血 

球数) 

 ②肝機能検査(AST(GOT)､ALT

(GPT)) 

 ③血中脂質検査(HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 

､LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､中性脂肪) 

 

 ④糖検査（ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c） 

 

６か月

に１回 

定期健康診断を受けた者につい

ては、定期健康診断実施後６月間

に限り省略できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  心電図検査は35歳および40歳以

上の職員について行うこと。 

 

６、７の検査は医師の判断によ

り年に１回行えばよいこと。 
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  イ 有機溶剤取扱業務従事職員健康診断 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

有機溶剤取扱

業務に従事す

る職員 

 

 

 

 

 

 

１  業務の経歴の調査 

 

２ 作業条件の簡易な調査 

 

３①有機溶剤による健康障害

の既往歴の調査 

  ②有機溶剤による健康障害

の自覚症状および他覚症

状の既往歴の有無の検査 

  ③５の項目の既往の検査結 

果の調査 

  ④６から８までまたは10か 

ら13までの項目の既往の

異常所見の有無の調査 

 

４  有機溶剤による自覚症状 

または他覚症状と通常認め

られる症状の有無の検査 

 

５  尿中の有機溶剤の代謝物 

の量の検査 

 

６  肝機能検査 

   (GOT､GPT､γ-GTP) 

 

７  貧血検査 

    (血色素量､赤血球数) 

 

８  眼底検査 

-------------------------- 

９  作業条件の調査 

 

10  貧血検査 

 

11  肝機能検査 

 

12  腎機能検査 

     

13  神経学的検査 

６か月

に１回 

 

 

(条件

により

１年に

１回) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ 

 

以下の条件全てに該当する職員は

全項目を１年に１回とすることが 

できる。 

① 業務を行う場所における直近3

回の作業環境測定の評価結果が第

１管理区分に区分されたこと。 

② 同一職場で直近３回の健康診

断の結果、当該労働者に異常所見

がないこと。 

③ 直近の健康診断実施日からば

く露の程度に大きな影響を与える

作業方法の変更がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

  ５の項目は医師の判断により、

１年以内に１回行えばよいこと。 

 

  ５､６､７､８の項目は有機溶剤中

毒予防規則第２９条に定める別

表の項目について実施すること。                

 

 

 

 

------------------------------ 

９､10､11､12､13の項目は医師が

必要と認めた場合に追加して行う

こと。 
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  ウ 高気圧業務従事職員健康診断 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

高気圧業務に

従事する職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  既往歴および高気圧業務 

歴の調査 

 

２  自覚症状または他覚症状 

の有無 

 

３  四肢の運動機能の検査 

 

４  鼓膜および聴力の検査 

 

５  血圧測定 

 

６  尿検査(蛋白､糖) 

 

 

７  肺活量の測定 

 -------------------------- 

 

８ 作業環境調査 

 

９ 肺換気機能検査 

 

10 心電図検査 

 

11 関節部のエックス線直接

撮影による検査 

６か月

に１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------ 

 

８～１１の項目は医師が必要と

認めた場合に追加して行うこと。 

 

  エ 電離放射線業務従事職員健康診断 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

電 離 放 射 線      

業務に従事す

る職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  一次検診 

１ 既往歴および被爆歴の調 

 査 

 

２ 白血球数および白血球百

分率の検査 

 

３  血液検査(赤血球数､血色 

素量またはﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値の検 

査） 

 

４ 白内障に関する眼の検査           

  

５  皮膚の検査 

 

６か月

に１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２～５の項目は、電離放射線障

害防止規則第５６条により省略す

ることができる。 
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  オ 鉛、四アルキル鉛業務従事職員健康診断 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

鉛、四アルキ

ル鉛業務に従

事する職員 

１  業務の経歴の調査 

 

２ 作業条件の簡易な調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３①鉛による自覚症状および 

他覚症状の既往歴の有無の

検査 

  ②５、６の項目についての

 既往の検査結果の調査 

 

４  鉛による自覚症状または           

他覚症状と通常認められる

症状の有無の検査 

 

５  血液中の鉛の量の検査 

 

６  尿中のデルタアミノレブ 

リン酸の量の検査 

 

 

 

 

-------------------------- 

７  作業条件の調査 

 

８  貧血検査 

 

９  赤血球中のプロトポルフ 

ィリンの量の検査 

 

10  神経学的検査 

 

６か月

に１回 

 

(条件

により

１年に

１回) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ 

以下の条件全てに該当する職員は

全項目を１年に１回とすることが 

できる。 

① 業務を行う場所における直近3

回の作業環境測定の評価結果が第

１管理区分に区分されたこと。 

② 同一職場で直近３回の健康診

断の結果、当該労働者に異常所見

がないこと。 

③ 直近の健康診断実施日からば

く露の程度に大きな影響を与える

作業方法の変更がないこと。 

 

四アルキル鉛については､３およ

び４の項目を次のとおりとする｡ 

３ ①四アルキル鉛による自覚症

状および他覚症状の既往歴の有

無の検査 

 ②５、６の項目についての既往

の検査結果の調査 

４ いらいら､不眠､悪夢､食欲不

振､顔面蒼白､倦怠感､盗汗、頭

痛､振せん､四肢の腱反射亢進､

悪心､嘔吐､腹痛､不安､興奮､記

憶障害その他神経症状または精

神症状の自覚症状または他覚症

状の有無の検査 

 

５､６の項目は医師の判断により

１年以内に１回行えばよいこと。 

 

------------------------------ 

  ７､８､９､１０の項目は医師が必

要と認めた場合に追加して行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 カ 粉じん作業従事職員健康診断 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

粉じん作業に

従事する職員 

 

 

 

 

  一次検診 

１  粉じん作業についての職 

歴調査 

 

２  既往歴の調査 

 

３年に

１ 回    

 

 

 

 

  回数について、じん肺法（昭和

３５年法律第３０号）第８条第１

項中特に定める者については、１

年に１回とすること。 
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 ３ 胸部エックス線直接撮影           

 

 

一次検診の結

果医師が必要

と認めたもの 

 

 

  二次検診 

１  自覚症状および他覚症状 

の有無 

 

２  肺機能検査 

 

３ 結核精密検査等 

 

３年に

１ 回    

 

 

 

  回数について、じん肺法（昭和

３５年法律第３０号）第８条第１

項中特に定める者については、１

年に１回とすること。 

 

３の項目は、医師が必要と認めた

場合に追加して行うこと 

  キ 介護業務等従事職員健康診断 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

介護業務に従

事する職員お

よび道路管理

技術員等 

 

 

  一次検診 

１  業務歴の調査 

 

２  自覚症状の有無 

 

３  視触打診(姿勢異常､脊椎 

の変形、圧痛の有無、ラセ 

ーク反射等） 

 

４  運動機能検査 

 

 

１年に

１ 回    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 運動機能検査については、

配置時および医師が必要と認める

者のみ行う。 

 

  ク と畜・家畜業務従事職員健康診断 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

と畜・家畜業

務に従事する

職員 

  トキソプラズマ検査 

 

 

１年に

１ 回    

 

 

 

  ケ 情報機器作業従事職員健康診断 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

全職員 

 

 

 

  問診 

１  既往歴および業務歴の調

査 

２  自覚症状および他覚症状 

の有無 

１年に

１ 回    

 

 

 

 

 

問診の結果医

師が必要

と 認 め た 者       

 

 健康診断 

１ 視力検査(遠視力､近視力､ 

近点距離） 

 

２  握力測定 

 

３ 視機能検査 

 

４  脊柱の形態ならびに上肢

および指機能検査 

 

５ その他医師が必要と認め

る検査 

 

 

 

 拘束性のある作業は全て健診対

象。 

 １日に４時間以上情報機器作業

を行う者で、 

・常時ディスプレイを注視または

入力装置を操作 

・休憩や作業姿勢の変更を制約 
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  コ 深夜業務従事職員健康診断 

受診対象者 検 査 項 目           回 数    備 考            

深夜業務に従

事する職員 

 

 

 

 

 

 

１  既往歴および業務歴の調

 査 

 

２  自覚症状および他覚症状

の有無 

 

３  身長､体重､腹囲､視力(遠

視力､近視力)および聴力の

検査 

 

４  血圧測定 

 

５  尿検査(蛋白､糖) 

 

６  心電図検査 

 

７  血液検査 

  ①貧血検査(赤血球数、血色 

素量) 

 ②肝機能検査(AST(GOT)､ALT

(GPT)) 

 ③血中脂質検査(HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 

､LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､中性脂肪) 

 ④糖検査（ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c） 

 

６か月

に１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  定期健康診断を受けた者につい

ては、定期健康診断実施後６月間

に限り省略できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  心電図検査は35歳および40歳以

上の職員について行うこと。 

 

６、７の検査は医師の判断によ

り年に1回行えばよいこと。 

 

 

  サ 有機りん剤取扱業務従事職員健康診断 

受診対象者 検 査 項 目           回 数    備 考            

有機りん剤取

扱業務に従事

する職員 

 

 

 

 

 

１  既往歴および業務歴の調

査 

 

２  有機りん剤による自覚症

状および他覚症状の有無 

３  血清コリンエステラーゼ 

活性値検査 

 

１年に

１ 回    

 

 

 

  シ Ｂ型肝炎感染予防対策 

受診対象者 検 査 項 目           回 数    備 考            

血液を取り扱

う業務を行う

職員等業務上

Ｂ型肝炎に感

染するおそれ

のあるもの 

 

１ ＨＢｓ抗原およびＨＢｓ 

抗体検査 

 

 

 

２ 予防接種ワクチンの投与 

 

 

 

原 則    

年１回 

 

 

 

抗体価

に応じ

年３回

または

年１回 

 

 

 

 

 

 抗体検査の結果、抗体価が陰性

または減少した者に対して、ワク

チン投与を行う。 
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  ス Ｃ型肝炎健康診断 

受診対象者 検 査 項 目           回 数    備 考            

血液を取り扱

う業務を行う

職員等業務上

Ｃ型肝炎に感

染するおそれ

のあるもの 

１ ＨＣＶ抗体検査 

 必要時ＨＣＶ核酸増幅検査 

 

年１回 

 

 

   

セ 歯科医師による健康診断 

受診対象者 検 査 項 目           回 数    備 考            

塩酸、硝酸、

硫酸、亜硫酸

、弗化水素、

黄りんその他

歯またはその

支持組織に有

害な物のガス

、蒸気または

粉じんを発散

する場所にお

ける業務に従

事する職員 

１ 歯科医師による健康診断 

 

６か月

に１回 

 

 

 

 (4）海外派遣職員健康診断 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

６月以上本邦

以外の地域に

派遣される職

員および派遣

され帰国した

職員 

 

１  既往歴および業務歴の調

査 

 

２  自覚症状および他覚症状

の有無の検査 

 

３  身長､体重､腹囲､視力およ

び聴力の検査 

 

４  胸部エックス線検査およ

びかくたん検査 

 

５  血圧測定 

 

６  貧血検査 

  (血色素量､赤血球数) 

 

７  肝機能検査 

  (AST(GOT)､ALT(GPT)､ 

γ-GTP) 

 

８  血中脂質検査 

  (LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､ 

中性脂肪) 

 

９  尿検査(蛋白､糖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ただし、過去６月以内に受けた

検査項目については省略できるこ

と。 
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10  心電図検査 

-------------------------- 

11  腹部画像検査 

 

12  糖検査（ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c） 

 

13  血液中の尿酸の量の検査           

 

14  Ｂ型肝炎ウイルス抗体検査 

 

15  ＡＢＯ式およびＲｈ式の 

血液型検査 

 

16  糞便塗抹検査 

 

 

 

------ 

 

 

------------------------------ 

11から16の項目は医師が必要と 

認めた場合に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

  派遣前に限る。 

 

 

  帰国後に限る。 

 

(5）その他健康管理上必要と認める健康診断 

 

ア リスクアセスメント対象物健康診断 

   ア‐１ 労働安全衛生規則第 577 条の２第３項に基づく健康診断 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

総括安全衛生

管理者が必要

と認めた職員 

 

 

１ 業務歴の調査 

２ 作業条件の簡易な調査等

によるばく露の評価 

３ 自他覚症状の有無 

４ 必要に応じて標的とする

健康影響に関するスクリーニ

ングにかかる検査等必要な検

査 

事案ご

とに別

途定め

る 

 

検査項目の詳細は事案ごとに別途

定める 

 

ア‐２ 労働安全衛生規則第 577 条の２第３項に基づく健康診断 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

 総括安全衛

生管理者が

必要と認め

た職員のう

ち 

   

「8時間濃

度基準値」

を超えてば

く露した場

合でただち

に健康影響

が発生して

いる可能性

が低いと考

えられる職

員 

 

１ 業務歴の調査 

２ 作業条件の簡易な調査等

によるばく露の評価 

３ 自他覚症状の有無 

４ その他必要な検査 

 

 

 

事案ご

とに別

途定め

る 

 

「濃度基準値」とは労働安全衛

生規則第577条の２第２項に規定

する厚生労働大臣が定める濃度

の基準 

 

検査項目の詳細は事案ごとに別

途定める 
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  イ 臨時健康診断 

受 診 対 象 者       検 査 項 目           回 数    備 考            

総括安全衛生

管理者が必要

と認めた職員 

 

 

・発生し、または発生するお

それのある伝染病で総括安全

衛生管理者が必要と認めた項

目 

 

・長時間労働を行った職員に

対する産業医による面接指導

の結果、総括安全衛生管理者

が必要と認めた項目 

 

随 時    

 

 

「8時間濃

度基準値」

を超えてば

く露した場

合で健康影

響の発生が

懸念される

場合 

１ 急性以外の標的影響（遅

発性健康障害を含む）のス

クリーニングに係る検査項

目 

２ その他必要な検査 

 

「短時間濃

度基準値（

天井値を含

む）」を超

えてばく露

した場合 

１主として急性の影響に関す

る検査項目 

２その他必要な検査 

 



14 

 

３ 健康管理指導区分 

 (1) 雇入時健康診断、定期健康診断 

  ア 生活規正面 

指 導 区 分             
事 後 措 置 の 基 準                       

区 分    内 容         

Ａ 
勤務を休む必要のある

もの 

  休暇または休職の方法により、療養のため必要な期

間勤務をさせない。 

Ｂ 

勤務に制限を加える必

要のあるもの 

 

  症状によって、職場の変更、勤務場所の変更、休職

等の方法により勤務を軽減し、かつ深夜勤務時間外勤

務および長期または遠方への出張をさせない。 

Ｃ 
勤務をほぼ正常に行っ

てもよいもの 

  症状によって、深夜勤務、時間外勤務および長期ま

たは遠方への出張を制限する。 

Ｄ 平常の生活でよいもの  

 

  イ 医療面 

指 導 区 分             
事 後 措 置 の 基 準                       

区 分    内 容         

１ 
医師による直接の医療

行為を必要とするもの 

  医療機関の紹介等により適正な治療を受けさせるよ

うにする。 

２ 
定期的に医師の観察指

導を必要とするもの 

  経過観察をするための検査および発病、再発防止の

ため必要な指導等を行う。 

３ 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの 

 

 (2）特殊業務従事職員健康診断 

  ア 特定化学物質、有機溶剤、高気圧、放射線、鉛、介護、情報機器、有機りん 

管理区分 症 状 区 分                  事 後 措 置           

管理Ａ 健康診断の結果異常が認められないもの   措置を要しない 

管理Ｂ1 

一次健康診断のある検査項目に異常が認

められるが、医師が二次健康診断を必要と

しないもの 

  医師が必要と認める検診又は

検査を医師が指定した期間ごと

に行い、必要に応じて就業制限 

管理Ｂ2 

二次健康診断の結果管理Ｃには該当しな

いが、当該因子によるか、又は、当該因子

による疑いのある異常が認められるもの 

 

管理Ｃ 
健康診断の結果当該因子による疾病にか

かっている場合 

  当該業務への就業禁止および

療養を必要とする 

管理Ｒ 

健康診断の結果当該因子による疾病また

は異常を認めないが、当該業務に就業する

ことにより増悪するおそれのある疾病にか

かっている場合または認められる場合 

  当該業務への就業制限、当該

疾病および異常に対する療養そ

の他の措置 

 

管理Ｔ 

健康診断の結果当該因子に以外の原因に

よる疾病にかかっている場合、または異常

が認められる場合(管理Ｒに属するものは除く) 

  当該疾病に対する療養その他

の措置を必要とする 

 

管理Ｔ0 
管理Ｔに含まれるが、直ちに治療が必要

としないもの 

  医師が指示した期間又は次回

の健診まで経過の観察 

再 検 査    

精密検査 

一時検査で異常が認められ再検又は、精密検査および必要な鑑別診断の結

果判定を要するもの 
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 イ 粉じん（じん肺） 

じ ん 肺    

管理区分 
じ ん 肺 健 康 診 断 の 結 果                             

管 理 １     じん肺の所見がないと認められるもの 

管 理 ２     
エックス線写真の像が第１型で、じん肺による著しい肺機能の障害がない

と認められるもの 

管理

３ 

イ 
エックス線写真の像が第２型で、じん肺による著しい肺機能の障害がない

と認められるもの 

ロ 

エックス線写真の像が第３型または第４型（大陰影の大きさが一側の肺野

の３分の１以下のものに限る）でじん肺による著しい肺機能の障害がないと

認められるもの 

 

 

管 理 ４     

 

 

(1) エックス線写真の像が第４型（大陰影の大きさが一側の肺野の３分の１ 

 を超えるものに限る）と認められるもの 

(2) エックス線写真の像が第１型、第２型、第３型または第４型（大陰影の 

大きさが一側の肺野の３分の１以下のものに限る）で、じん肺による著しい 

肺機能の障害があると認められるもの 

 

 ウ と畜・家畜（トキソプラズマ） 

管理区分 判 定     事 後 措 置                        

管 理 Ａ     陰 性      措置を必要としない 

管 理 Ｂ     陽 性      再検査について、医師と相談のうえ、その指示に従う 

 

 エ 深夜業務従事職員健康診断 

   特定化学物質〔ホルムアルデヒド、エチレンオキシド〕                取扱従事職員健康診断 

    定期健康診断の健康管理指導区分による 

 

４ 実施方法等 

   健康診断の実施方法等については、その都度定めるものとする。 

 

 

 

   付 則     

 この要綱は、昭和５９年６月１日から施行する。 

   付 則     

 この要綱は、昭和６０年４月１日から施行する。 

   付 則     

 この要綱は、昭和６２年４月１日から施行する。 

   付 則     

 この要綱は、昭和６３年４月１日から施行する。 

   付 則     

 この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

   付 則     

 この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 

   付 則     

 この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

   付 則     

 この要綱は、平成４年８月１日から施行する。 

   付 則     

 この要綱は、平成５年５月１８日から施行する。 

   付 則     

 この要綱は、平成６年７月２２日から施行する。 
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   付 則     

 この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

   付 則     

  この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

   付 則     

  この要綱は、平成１０年３月１９日から施行する。 

   付 則     

  この要綱は、平成１１年１月１日から施行する。 

   付 則     

  この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

   付 則     

  この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

   付 則     

  この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   付 則     

  この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   付 則     

  この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。  

   付 則     

  この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

    付 則     

  この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

    付 則     

  この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

    付 則     

  この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

    付 則     

  この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

    付 則     

  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

    付 則     

  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

    付 則     

  この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

    付 則     

  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   付 則     

  この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 

 付 則     

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 付 則     

  この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

   付  則 

  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

付  則 

  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表１（定期健康診断（循環器検診）－二次検診基準と検診項目） 

一次検診項目     二 次 検 診 基 準                 検 診 項 目            

問診（既往症､      

自覚症状等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

血 圧     

 

 

 

 

 

尿 検 査     

  

 

 

 

 

 

昨年度検査結

果より 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 肥満度（ＢＭＩ） 

    ふとり過ぎ  25.0以上 

   腹囲 男性 85.0㎝以上 

         女性 90.0㎝以上 

 

(2) 病歴 

  高血圧 

 

  高尿酸血症、腎炎 

 

  糖尿病 

 

  脂質異常症 

 

 

 脳出血、脳梗塞 

 

 心筋梗塞､狭心症､心筋炎､心筋症              

 

 ただし、医療機関で治療中の 

 者は除くことができる。 

 

(3)自覚症状等で異常を訴える者             

 

(4)その他医師が必要と認める者             

 

血圧有所見者 

    最高140又は最低90以上 

      

 

 

 

(1) 尿蛋白（＋）以上 

 

(2) 尿糖（＋）以上 

 

 

 

 

(1)血清脂質検査 

 ・HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40㎎/dl未満 

 ・中性脂肪   300㎎/dl以上 

 ・LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 160mg/dl以上  

 

(2) 血糖がHbA1c6.5％以上また

は随時血糖が126ｍｇ/ｄｌ以上 

※特定健康診査・特定保健指導

の円滑な実施に向けた手引き（

第4版）の｢詳細な健診｣の基準に

該当した者  

血液検査(HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ(HDL-ch)､LDLｺﾚｽﾃﾛｰ

ﾙ(LDL-ch)､中性脂肪(TG)､尿酸(UA)､血糖(

GL)､ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c､AST(GOT)､ALT(GPT)､γ-

GTP) 

 

 

血圧有所見者の検査項目に同じ 

 

尿蛋白(+) 以上の検査項目に同じ 

 

尿糖(+) 以上の検査項目に同じ 

 

血液検査(HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ(HDL-ch)､LDLｺﾚｽﾃﾛｰ

ﾙ(LDL-ch)､中性脂肪(TG)) 

 

血圧有所見者の検査項目に同じ 

 

血圧有所見者の検査項目に同じ 

 

 

 

 

別表２による 

 

 

 

血液検査(HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ(HDL-ch)､LDLｺﾚｽﾃﾛｰ

ﾙ(LDL-ch)､中性脂肪(TG)､ｸﾚｱﾁﾆﾝ(CRN)､e-

GFR､尿酸(UA)) 

心電図 

眼底検査（40歳以上） 

 

血液検査 (ｸﾚｱﾁﾆﾝ(CRN)､e-GFR､尿酸(UA)) 

 

血液検査 (HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ(HDL-ch)､LDLｺﾚｽﾃﾛ

ｰﾙ(LDL-ch)､中性脂肪(TG)､血糖(GL)､ﾍﾓｸﾞ

ﾛﾋﾞﾝA1c､） 

眼底検査（40歳以上） 

 

 

血圧有所見者の検査項目に同じ 

 

 

 

心電図（40歳以上） 

眼底検査（40歳以上） 
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別表２ 自覚症状と検査項目（定期健康診断） 

    自 覚 症 状       検 査 項 目          

  めまい 

 たちくらみ 

血液検査（貧血） 

 赤血球数、血色素量、ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ 

  息 切 れ     

  急な動悸 

  不 整 脈     

血液検査（貧血） 

 赤血球数､血色素量､ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ 

 

  胸 痛     心電図 

  倦 怠 感     

  疲 労 感     

  痩せてきた 

血液検査（肝機能､腎機能､貧血､糖尿病) 

 AST(GOT)､ALT(GPT)､γ-GTP､ｸﾚｱﾁﾆﾝ､e-GFR､赤血球数､血色素

量､ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ､血糖､ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c 

  口の乾き 

 

血液検査（糖尿病) 

 血糖､ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c 

  吐 き 気     

 

血液検査（肝機能） 

 AST(GOT)､ALT(GPT)､γ-GTP 

  頻 尿     

 

血液検査（糖尿病・腎機能） 

 血糖､ﾍﾓｸﾞﾋﾞﾝA1c､ｸﾚｱﾁﾆﾝ､e-GFR 

  関 節 痛     

 

血液検査（尿酸） 

 尿酸 
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Ｂ型肝炎感染予防対策実施要領  

 

１．目的 

Ｂ型肝炎感染の予防を図るため、感染の危険のある職場に勤務する職員に対しＢ型肝炎

感染 予防対策を講じ、もって健康の維持と災害防止に努める。 

 

２．抗原抗体検査 

（１）検査対象者 

抗原抗体検査（以下「検査」という。）の対象者は、主として血液を取り扱う業務を

行う職員等業務上Ｂ型肝炎に感染するおそれのあるもので、別表（１）に掲げる職員と

する。 

（２）検査項目 

検査項目はＨＢｓ抗原およびＨＢｓ抗体検査とする。 

（３）検査回数 

原則として年１回とする。 

（４）検査結果の通知 

検査結果は、産業医および本人に通知するものとする。 

検査結果の記録は、本人が行う。 

 

３．予防接種ワクチンの投与 

（１）投与対象者 

Ｂ型肝炎ワクチン（以下「ワクチン」という。）の投与を受ける職員は、主として血

液を取り扱う業務を行う職員等業務上Ｂ型肝炎に感染するおそれのある職員（特に感染

の危険が高いと判断されるものに限る。）で別表（２）に掲げるものとする。 

ただし、当該職員にワクチンの接種の意志がない場合はこの限りでない。 

（２）再投与 

前号のワクチンを投与した職員のうち、抗体価が減少したものに対しては、ワクチン

を再投与するものとする。 

 

４．検査結果後の措置 

検査の結果、ＨＢｓ抗原が陽性である職員で産業医が受診を指示したものは、医師の診

察を受け、その結果を産業医に報告すること。 

 

５．予防措置 

（１）検査対象者の所属する所属長は、各所属の実態に応じたＢ型肝炎予防措置、衛生教育

を実施しなければならない。 

（２）感染の危険のある職場に勤務する職員は、Ｂ型肝炎に感染しないように、必要の都度、

手袋の着用などの防護措置に努めなければならない。 

 

６．汚染事故の対応 

万一、汚染事故が発生した場合は、医師の診察を受け必要に応じて免疫グロブリンおよ

びワクチンを４８時間以内に投与すること。 

グロブリンおよびワクチンの投与については、原則として被災職員に対して公務災害の

認定請求を行うよう指導するものとする。 
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別 表     

 

（１）要領２の（１）の対象者については、当面、次のとおりとする。 

総務事務・厚生課、防災危機管理局、各保健所、近江学園、衛生科学センター、総

合保健専門学校、看護専門学校、その他必要と思われる所属のうち、医師、看護師、

保健師、検査技師等で、所属長が必要と認める者。 

 

（２）要領３の（１）の対象者については、当面、次のとおりとする。 

総務事務・厚生課、防災危機管理局、各保健所、近江学園、衛生科学センター、総

合保健専門学校、看護専門学校、その他必要と思われる所属のうち、医師、看護師、

保健師、検査技師等で、所属長が必要と認める者。 
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解  説 

 

Ⅰ 抗原・抗体検査 

① 検査対象者 

検査対象者の選定は、所属長が職種・業務内容等を勘案して決定するが、他の所属と

の均衡を図るため、産業医による巡視を行い、変更を協議することもある。 

② 検査回数 

原則としては年間１回とする。 

また、ワクチン接種者や既に抗体が陽性の者については抗体価を管理するために年１

回の抗体検査を継続して行うものとする。 

 

Ⅱ 予防接種ワクチン投与 

① 対象者 

接種対象者の選定は、所属長が職種・業務内容等を勘案して決定するが、他の所属と

の均衡を図るため、産業医による巡視を行い、変更を協議することもある。 

また、職員の健康管理はもとより予防対策上、全くの希望制では感染防止できないの

で、原則として対象所属の該当者は全て接種することとし、諸般の事情で接種できない

（しない）職員は除くものとする。 

② 再投与 

ワクチン接種による抗体価は各人により様々であるが、時間の経過とともに陰性に変

わった場合は、抗体価を上げるため医師の判断により再投与すること。 

 

Ⅲ 検査結果後の措置 

検査結果により担当医が必要と認めた場合は、医療機関において精密検査および肝機能

検査等をうけること。 

 

Ⅳ 予防措置 

健康管理については従来から健康診断が全てのように考えられているが、本来は予防措

置を充分に行うことが大切であるので、別紙１を参考にして早急に予防対策を講じること。 

 

Ⅴ 汚染事故の対応 

ＨＢウィルス汚染事故が発生した場合は、早急に別紙２のとおり救急措置を講じること。 

また、汚染事故における公務災害の認定は、様々なケースがあるため、その都度十分に

協議のうえ認定請求を行うものとする。 

そのためにも、日頃からの予防措置、抗原・抗体検査、事故発生時の対応を正確に行う

こと。 
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別 紙 １      

  

＜予 防 措 置      ＞ 

 

１．各機関は、Ｂ型肝炎予防対策委員会（仮称）を設置し、各所属、職場に応じたＢ型肝炎 

  予防対策を講じること。 

   委員会は次の事項について立案、実施するものとする。 

   （１）各職種、各職域ごとの予防対策を講じること。 

   （２）予防対策の監視、指導に関すること。 

   （３）職員の教育、研修に関すること。 

   （４）職員のＢ型肝炎検査の実施、検査結果に関すること。 

   （５）その他、感染防止対策に関すること。 

 

２．委員会の構成 

   委員会の委員は各所属の実情に応じて決定し、委員長は所属長があたること。 

 

３．委員会での予防対策の内容は次のような項目を織り込むこと。 

   （１）汚染注射針刺入の防止 

      ① 注射針は出来るだけ、使い捨てを用いること。 

      ② 使用済みの注射針は再キャップし、焼却、滅菌のうえ処理すること。 

   （２）血液付着の予防 

      ① 血液が付着するおそれのある場合は、手袋等を着用のこと。 

      ② 血液の飛沫をあびるおそれのある場合、予防衣、マスクを着用のこと。 

   （３）その他 

      ① 血液取扱場所においては、飲食、喫煙を禁止すること。 

      ② 手洗いを励行すること。 

      ③ その他必要と認められる予防措置を講ずること。 

 

４．所属長および職員は決定された予防措置を守り、事故防止に努めること。 
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別 紙 ２      

 

＜汚 染 事 故 発 生 の 措 置            ＞ 

 

 ＨＢウィルス汚染事故が発生した場合は次の措置を行う。 

 

 （１）職員は汚染事故が発生した場合、直ちに文書により事故発生届（様式１）を所属長

に提出する。 

 （２）所属長は職員から事故発生届を受理した場合、適切な措置を講ずる。  

   ① 直ちに消毒を行う。（別表１のとおり） 

   ② 所属長は事故の状況、職員の申し出等により、必要と認めた場合は県立総合病院

の医師に受診することを指示し、担当医を通して県立総合病院に依頼することとす

る。（別表２のとおり） 

     なお、依頼を受けた医師がグロブリンおよびワクチン投与を必要と認めて投与し

た場合は、被災職員に対し公務災害として認定請求するように指導するものとする。 

 

  注  ②の事故発生直後の県立総合病院への受診は職務命令として取り扱う。 

     その後、公務災害として認定された場合、受診行為は特別休暇として取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

（様 式１） 

ＨＢウイルス汚染事故報告書                         

 

事 故 者 、 職 氏 名              職         氏名       

事 故 発 生 日 時              

事 故 発 生 場 所              

事 故 発 生 の 状 況             

 

 

 

 

 

 

措置の状況（消毒・検査等）                 

 

 

 

 

 

 

 

上記の通り報告します。 

                       令和   年   月   日 

 

所 属 長                  様 

 

        事 故 者     職      氏 名            印 

 

        事 故 者 の 

        直 属 の 上 司   職      氏 名            印     
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（別表１） Ｈ Ｂ ウ ィ ル ス の 消 毒 法

１ 流水で洗浄中、周囲へ飛沫しないよう注意すること。

２ 洗浄後の流しには２５ステリハイドを散布しておくこと。

３ 使用済みのゴム手袋は焼却する。

※ そ の 他

感 染 創 （ 刺 創 、 切 創 ）

汚染皮膚（創がない時）

汚 染 器 具

汚 染 寝 具 、 衣 類 等

脱 血 流 水 で 洗 浄

流 水 で 素 洗 い 石けんで十分に洗浄

一般的な創処置（次亜塩素酸消毒） 感染事故防止の処置

数 回 繰 り 返 す

長ゴム手袋を着用
して流水で洗浄

耐 熱 性 器 具

シ ー ツ 、 着 衣 類

次亜塩素酸（ 1000ppm ﾐ ﾙ ﾄ ﾝ）
薬 物 消 毒不 耐 熱 性 器 具

加 熱 消 毒

オ ー ト ク レ ー プ

乾 燥

煮 沸 （ 15 分 以 上 ）

オートクレープ

消 毒 液

焼却（あるいはガス消毒）ふ と ん 類

消 毒 ガ ス

グルタールアルデヒド（2%ｽﾃﾘﾊﾘﾄﾞ）

フ ォ ル ム ア ル デ ヒ ド

エ チ レ ン ジ オ キ サ イ ド
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（別表２）  ＨＢウィルスの感染事故対策のフローチャート

患 者 等
事 故 者
（ 職 員 ）

所 属 長県 立 総 合 病 院 担 当 医

受 診

グロブリンの 報 告

投与依頼

所 属 長 へ の 報 告
（ 文 書 ）

グロブリンの投与

事故発生報告及びグロブリンの
投 与 は 速 や か に 行 う こ と 。
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平成２８年度 所属名

NO 職名 職員番号 氏名 性別 血液取扱い業務の内容 接触の頻度 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 名

Ｂ型肝炎抗原 ・ 抗体検査受診者調査表

合　計



1 
 

Ｃ 型 肝 炎 健 康 診 断 実 施 要 領 

 

１ 目 的 

この健康診断は、業務上Ｃ型肝炎ウイルスを保有する血液に接する機会の多

い職員に対し、Ｃ型肝炎ウイルス感染の予防を目的として実施する。 

 

２ 検査対象者 

採血及び血液検査業務に従事するＣ型肝炎に感染する恐れのある職員のう

ち、Ｃ型肝炎健康診断の受診を希望する職員 

 

３ 検査項目 

ＨＣＶ抗体検査 

必要時、ＨＣＶ核酸増幅検査を実施する 

 

４ 検査回数 

年１回とする 

 

５ 検査結果に基づく事後措置 

(１) ＨＣＶ抗体「高力価」・ＨＣＶ核酸増幅検査「陽性」者産業医が受診を指

示した者は、医師の診察を受け、その結果を産業医に報告すること。 

 

(２) ＨＣＶ抗体「陰性」・ＨＣＶ核酸増幅検査「陰性」者 

当該年度は検査終了とする  
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平成２８年度 所属名

NO 職名 職員番号 氏名 性別 血液取扱い業務の内容 接触の頻度 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 名 冊健康管理個人票必要数（新採等）

Ｃ型肝炎検査受診者調査表

合　計



滋賀県職員結核（感染）予防対策実施要領 

 

 

１ 目的 
  結核発病の予防を図るため、感染のおそれのある業務に従事する県職員に対し、結核

感染予防対策を講じ、もって健康の保持増進に努める。 
 
２ 検査対象者 
  検査の対象者は、結核に感染するおそれのある次に掲げる所属に勤務する職員のう
ち、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技
師、歯科衛生士等で、特に感染する恐れのある業務に従事している者とする。 
検査対象所属は次のア、イのとおりとする。 
 
ア.各保健所、衛生科学センター 
イ.総合保健専門学校、看護専門学校 

 
３ 検査時期および実施方法 

（１） 原則として年1回とし、定期健康診断でＴ－ＳＰＯＴを実施する。 
（２） Ｔ－ＳＰＯＴの結果が判定保留、判定不可者に対して、再検査を実施する。 
（３）検査の結果から医師の診察が必要と認められた者については、産業医の指示に

より医療機関に受診させる。 
 
４ 検査結果の通知 

検査結果は、所属長を経由し、本人に通知する。 
 
５ 事後措置 

検査の結果、産業医が事後措置を必要と認めた職員については、必要とされる期間
に、エックス線検査等を実施しなければならない。 

 
６ 予防措置 
 （１）Ｔ－ＳＰＯＴ検査対象者の所属する所属長は、各所属の実態に応じた結核感染予

防措置並びに衛生教育を実施しなければならない。 
（２）感染のおそれのある業務に従事する職員は、結核に感染しないように、それぞれ

の状況に応じた防護措置に努めなければならない。 
 

 

 

付  則 

  この要領は、平成１１年９月16日から実施する。 

  付  則 

  この要領は、平成１４年４月１日から実施する。 

付  則 

この要領は、平成２３年４月１日から実施する。 

付  則 

この要領は、平成２５年４月１日から実施する。 

付  則 
この要領は、令和２年４月１日から実施する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



職員の結核感染予防対策（T-SPOT 検査実施におけるフォロー図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

                                               

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

2019 年度作成(R2.2 作成) 

 

判定保留 

陰 性 

判定不可 

T-SPOT 検査の実施 

陽 性 

対象職員：結核業務従事職員                                                     

保健所の場合は、結核に感染するおそれ

のある業務に従事する職員を対象にする。                                          

衛生科学ｾﾝﾀｰは、結核菌検査担当。 

Ｅ：定期健康診断 

Ｆ：翌年   
T-SPOT 検査
を実施 

Ｃ：経過観察  

X-P にて 2 年間  
※半年に 1 回実施 

（定健＋特健等の 2 回目で実施） 

要精密検査とし

て 

医療機関紹介 

 

結核を発病 

 

A：結核の治療 
を実施 

患者の届出 

発病なし 

 

潜在性結核
感染症治療
の検討 

B：潜在性結核感
染症治療 

（予防内服） 

※経過観察の期間に異動があった者

も、 

期間内は受診してもらう。 

保 健 所 事 業 等
で、結核に感染
する恐れが高い
業務に従事した
者および結核菌
検査を行う検査
技師 

･本人からの問診 
･過去の X-P 結果 
･直後の X-P 結果 等 

を総合判断 

 

陰 性 

再検査(QFT が望ましい) 

判定保留・判定不可

の場合 

※ 異 動 が

あ っ た

者は、翌

年 ま で

検 査 実

施。 



 

所属名

NO 職名 職員ID 氏名 具体的業務内容
前年度及び
前々年度の
検査結果

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

人

<前年および前々年の検査結果＞

陽性（経過観察） Ｃ
Ｘ－Ｐにて２年間（年
２回）

陰性（結核担当業務従事者等） Ｆ Ｔ－ＳＰＯＴ検査実施

　※「滋賀県職員結核（感染）予防対策実施要領」のフローチャート参照

合　　計

Ｔ－ＳＰＯＴ検査対象者調査表



             麻しん感染予防対策実施要領 

 
Ⅰ 目的 

   麻しん発病の予防を図るため、感染のおそれのある業務に従事する県職員に対し、麻

しん感染予防対策を講じ、もって健康の維持に努める。 
 
Ⅱ 麻しん抗体検査および麻しんワクチン接種の対象者の範囲 

保健所、衛生科学センターおよび感染症対策主管課に所属する職員で、麻しん患者お

よびその疑いがある患者、接触者等の疫学調査やその検査を行う業務（以下、「麻しんに

かかる疫学調査等」という。）に従事する職員 
 

Ⅲ 麻しん抗体検査 

 １ 麻しん抗体検査の対象者 

    麻しん抗体検査（以下「抗体検査」という。）の対象となるのは、Ⅱに定める対象者

の範囲のうち、次のいずれかに該当する職員とする。 
     ①令和６年度（2024 年度）以降に抗体検査を受けたことのない職員（これまでの麻

しんワクチン（以下「ワクチン」という。）接種歴を問わない） 

    ②令和６年度（2024 年度）以降に追加のワクチン接種を受けた職員で、その翌年度

以降、抗体検査を受けていない職員 
    ③ワクチン接種歴（接種歴に０歳でのワクチン接種は含めない。以下、同様）がな

い、または接種歴不明の職員として令和６年度（2024 年度）以降に受けた最初の

抗体検査の結果が基準値を満たしていた職員のうち、抗体検査を受けた年の翌年

度から４年以上経過後（抗体検査を受けた年度を０年として起算）に再度の抗体

検査を受けていない職員 
       例：令和６年度（2024 年度）に抗体検査を受けて基準値を満たしているためワクチン

の追加接種を行っていない 

          → 令和 11 年度（2029 年度）以降にⅡの対象者となった場合、もう一度、抗体

検査を受ける 

    ④ワクチン接種歴が１回の職員として令和６年度（2024 年度）以降に受けた最初の

抗体検査の時期がワクチン接種後６年未満（ワクチン接種年度を０年で起算）で

あり、かつ、抗体検査の結果が基準値を満たしていた職員のうち、ワクチン接種

後６年以上経過後に再度の抗体検査を受けていない職員 
       例：ワクチンを令和３年度（2021 年度）に 1 回だけ接種済み 

         令和６年度（2024 年度）に抗体検査を受けて基準値を満たしているためワクチン

の追加接種を行っていない    

          → 令和 10 年度(2028 年度)以降にⅡの対象者となった場合、もう一度、抗体検

査を受ける  
 

２ 検査対象者の把握 

（１）年度当初におけるワクチン接種状況の確認 



     所属長は、麻しんにかかる疫学調査等に従事する職員について、ワクチンの接種

歴（接種日、接種したワクチンの種類、接種した医療機関）を確認し、健康管理シス

テムに入力する。 
接種歴は、母子手帳、ワクチン接種を受けた証明書等の記録により確認をするこ

と。記録等がない場合は、「接種歴不明」の扱いとする。 
 

（２）抗体検査対象者の報告 

     所属長は、当該年度の麻しんにかかる疫学調査等に従事する職員を選定し、その

うち、抗体検査の対象となる職員について別途通知に基づき報告すること。 
     なお、流行状況や予算の状況により、報告者数の上限を設定する。 
 

３ 抗体検査のための採血実施時期 

定期健康診断の機会を利用して実施する。 
 
４ 抗体検査による判定 

（１）抗体検査の結果により、追加のワクチン接種の要否は、別表１に基づき判定する。 
（２）麻しんにかかる疫学調査等への従事可否は別表２に基づき判定する。  

ただし、衛生科学センターの職員が「判定保留（従事不可）」「従事不可」に該当した

場合は、所属長の判断のもと感染予防策を徹底したうえで引き続き検査業務に従事す

ることは可能とする。この場合でも、「判定保留（従事不可）」に該当した職員は、必要

な追加ワクチンを接種し、翌年度以降の抗体検査を受けること。 
 

５ 抗体検査の結果通知 

抗体検査の結果は、所属長および本人に通知するものとする。 
検査結果は、健康管理システムで記録する。 

 
Ⅳ ワクチン 

１ ワクチンの接種（追加ワクチン） 

（１）ワクチン接種歴が接種なし、不明、あるいは１回の職員のうち、抗体検査の結果、別

表１の区分で「基準を満たさない」に該当した場合は、それぞれの区分に応じて１

回または２回のワクチンを接種する。 
ただし、令和６年度(2023 年)以降にすでに追加ワクチンを１回接種している職員や

ワクチンを２回接種済みの職員で、「基準を満たさない」に該当した職員については、

追加のワクチン接種は行わない。なお、当該職員について、所属長は感染のリスク

のある業務に従事させないよう配慮すること。 
  （２）１回目のワクチン接種から少なくとも４週間以上の間隔を空けて２回目のワクチン

を接種する。 
  （３）接種するワクチンの種類は、麻しんワクチン（単体）あるいは麻しん風しん混合ワ

クチンのどちらでも可能とする。 
  （４）ワクチン接種後は、接種証明書の交付を受けること。 



   
２ ワクチン接種にあたっての留意点 

   ワクチン接種は推奨するものであって、任意接種として行う。 
    女性の接種にあたっては、プライバシーに十分配慮したうえで、妊娠していないこと、

妊娠している可能性がないことを確認し、ワクチン接種前１か月と接種後２か月は妊娠

を避けるよう注意喚起を行うこと。 
  

３ ワクチン接種の記録 

接種日、接種したワクチンの種類、接種した医療機関等の記録を健康管理システムに

入力する。 
  
Ⅴ 予防措置 

（１）麻しんにかかる疫学調査等に従事する職員の所属長は、各所属の実態に応じた麻しん

感染予防措置並びに衛生教育を実施しなければならない。 
（２）麻しんに感染するおそれのある業務に従事する職員は、感染しないようにそれぞれの

状況に応じた防護措置に努めなければならない。 
 
 
付則 

１ この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
２ この要領の施行の際、健康管理システムの運用が開始されていない場合は、別に記録を

残し、運用開始後にシステムへ入力することとする。 
 
 
 
 
 
 
 



別表１ 抗体価の判定および追加ワクチンの必要性の有無 

 
注：（一社）日本環境感染学会 「医療関係者のためのワクチンガイドライン」第３版に基づき作成 

  

当該抗体検査を

受けるまでのワ

クチン接種歴 

ワクチン接種歴なし 

または不明 

ワクチン接種

歴 1回 

ワクチン接種歴

２回 

ワクチン接種歴 

なし、不明、１

回、２回 

 

検 

査 

法 

EIA 法 

（ IgG） 

2.0 未満 2.0 以 上

16.0 未満 

16.0 未満 16.0 未満 

 

16.0 以上 

PA 法 1：16 未満 1：16、1：

32、1：64、

1：128 

1：16 未満 

1：16、1：32 

1：64、1：128 

1：16 未満 

1：16、1：32 

1：64、1：128 

1：256 以上 

中和法 １：4未満 １：４ 1：4未満、 

１：４ 

1：4未満、 

１：４ 

１：８以上 

判  定 基準を満たさない 基準を満たす 

追加ワクチン

の必要性 

あと２回の

ワクチン接

種が必要 

あと１回の

ワクチン接

種が必要 

あと１回のワ

クチン接種が

必要 

ただし、令和６

年度以降に追加

ワクチン接種済

みの場合は、新

たなワクチン接

種は不要 

ワクチン接種は

不要 

ワクチン接種は

不要（抗体陽性） 



別表２ 麻しんにかかる疫学調査等への従事可否 

 ①令和 6年度（2023 年）以降で最初の抗体検査 ②追加ワ

クチン接

種後の抗

体検査 

③条件付

きで従事

可能だっ

た者の再

度の抗体

検査 

ａ 

過去のワク

チン接種歴

が 

接種なし・不

明・の者 

ｂ 

過 去 の ワ

ク チ ン 接

種歴が 

１ 回 の 者

（ ワ ク チ

ン 接 種 の

翌 年 度 か

ら 抗 体 検

査 ま で の

期 間 が ６

年 以 上 経

過 し て い

ない者） 

ｃ 

過 去 の ワ

ク チ ン 接

種歴が 

１ 回 の 者

（ ワ ク チ

ン 接 種 の

翌 年 度 か

ら 抗 体 検

査 ま で の

期 間 が ６

年 以 上 経

過 し て い

る者） 

ｄ 

過去のワ

クチン接

種歴が２

回の者 

ｅ 

追加ワク

チンを１

回または

２回接種

済みの者 

ｆ 

左のａま

たはｂで

基準値を

満たした

が、【条件】

により再

度抗体検

査を受け

る者 

基 準 値 を

満 た し て

いる場合 

条件付きで

従事可能 

【条件】 

抗体検査を

受けた年度

の翌年度か

ら４年以上

経過後に再

度抗体検査

を受けるこ

と。 

条 件 付 き

で 従 事 可

能 

【条件】 

ワ ク チ ン

接 種 年 度

の 翌 年 度

か ら ６ 年

以 上 経 過

後 に 再 度

抗 体 検 査

を 受 け る

こと。 

従事可能 従事可能 従事可能 従事可能 

基 準 値 を

満 た し て

い な い 場

合 （※） 

判定保留（従事不可） 

必要な追加ワクチンを接種後、翌年度以

降の抗体検査の結果により判定 

従事不可 従事不可 従事不可 

 (※)衛生科学センターの職員が「基準値を満たしていない場合」に該当したとき、所属長の 

判断のもと感染予防対策徹底したうえで検査業務に従事することは可能 


